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◆趣旨

○ 広島県では，病床機能報告に係る「広島県の定量的な
基準」を令和元年度に作成しており，当基準は，地域医療
構想調整会議の意見や診療報酬の改定等も踏まえ，適宜，
見直しを行うことを前提としている。

○ この度，国からの通知により，令和３年度以降の病床機
能報告における入院診療実績の報告内容等が変更された
ため，それに伴い令和３年度「広島県の定量的な基準」の
適用について検討するものである。
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◆広島県の定量的な基準の目的と運用について（参考）
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○ 地域医療構想は，各圏域ごとに医療需要を推計して２０２５年の必要病床数を定めており，

その必要病床数と現状を比較しながら，「医療機関の自主的な取組」と「地域医療構想会議で

の協議」によって２０２５年に向けて次第に収斂されていくことを期待している。

○ その際，現状を把握するための手段が，病床機能報告制度であり，地域医療構想調整会

議における議論を活性化するため，抽象的な概念しかなかった病床機能の境界点を客観的に

とらえようとするのが定量的基準である。

○ 県の定量的基準は，あくまで各圏域の地域医療構想調整会議等で協議する際や，各医療

機関が病床機能を判断する際に「参考」にしていただくもので，「強制」するものではない。

○ 各圏域において，地域の実情に応じて，県の定量的基準の閾値を調整することや，新たな

評価項目を追加することも想定している。

○ 病床機能報告においていずれの医療機能を報告しても，診療報酬上の入院料等の選択等

に影響を与えるものではない。 （厚生労働省「病床機能報告マニュアル」）

○ 最も多くの割合を占める機能が「回復期」の病棟であっても，医療資源の少ない地域や中小

病院などでは，１つの病棟で救急の役割を担っている実態を評価するため，「地域急性期（準

急性期）」という医療機能を導入している。

○ 県の定量的基準は，地域医療構想調整会議の意見や診療報酬の改定等を踏まえて，適宜，

見直しを行うことを前提としている。



◆広島県の定量的な基準（全県版・圏域版）（参考）
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【全県版】



◆病床機能報告の報告内容の見直しを巡る国の動き
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（関係通知）

○ 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知（令和２年３月16日付け医政地発０３１６第１号，令和２年
９月30日付け医政地発０９３０第６号，令和３年４月13日付け医政地発０４１３第２号）

○ 新型コロナウイルス感染症対応下による負担軽減のため，病
床機能報告における診療実績（手術件数や化学療法等）につい
ては，令和２年度は求めないこととされた。

○ 病床機能報告における診療実績の報告内容は１か月分（報告
年の６月診療分）であったが，季節等の要素で報告値が診療の
実態を十分に反映していないという課題があった。

○ そのため，令和３年度以降の病床機能報告においては，入院
患者に提供する医療の内容のうちレセプト情報による方法で報
告を行うこととなっている項目の報告対象を通年（前年４月～３
月分）の実績とすることとなった。

○ 活用頻度の低い項目を報告対象外とすることも含め，適切な項
目設定について検討されている。



◆病床機能報告の報告内容の見直しを巡る国の動き

5



◆令和３年度病床機能報告における定量的基準の適用（案）
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１ 趣旨
病床機能報告の通年化に伴い，県の定量的基準についても，季節変動の平
準が期待できる通年化データによる基準に見直しを行うことが適切と考えられ
る。
しかしながら，以下の課題により，令和3年度の当面の対応について検討する。

２ 課題
⑴ 通年化に伴うしきい値をどのように設定するか。
① しきい値を設定する際の基準となる通年データがない。（令和3年度報
告から通年化）

② 現行のしきい値と通年データの月平均とを比較するとした場合の妥当性
があるか。

⑵ コロナ感染症の影響をどう加味するか。
手術や救急件数，呼吸管理などについて,コロナの影響を受けている医療
機関の状況をどのように評価するか。
（令和2年6月診療分の報告は令和3年度の報告に含めて行われる予定）



◆令和３年度病床機能報告における定量的基準の適用（案）
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３ 令和３年度の対応の検討
方法 しきい値の設定 コロナの影響 その他

Ａ：通年データ（R2.4～R3.3）を活用 × ×

Ｂ：通年データ（同上）の月平均を活用 ×
（現行しきい値の活用では妥当性に疑問）

×

Ｃ：R2.6データを活用 ○
（現行しきい値を活用）

×

Ｄ：R3.6データを活用 （従来通り） ○
（現行しきい値を活用）

×
医療機関の独自集計と
なるため，医療機関の
負担増

４ 今後の見直し
コロナ感染症の動向を見ながら，令和４年以降の対応について改めて検討する。

令和３年度の対応案

参考にする場合は，C案によることとし，コロナ感染症の影響のある病院については，各病
院の自主的な判断による。
※地域急性期は，月平均１回以上の救急医療管理加算の実績がある場合に該当とする。
※新型コロナ病棟へ転換して利用している病棟の扱いについては，国に確認中。




